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す
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付
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れ
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ず
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梓
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れ
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れ
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司
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ず
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ソ
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叫
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岬
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＋
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範
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。
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司
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令
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独
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ず
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ず
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す
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た
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す
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台
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仏
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す
る
こ

と
が
で
も
戸
る

U

「
れ
は

一
般
に
五
一
昨
山
よ
る
筑
な
と
呼
同
れ
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の
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、
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な
る

v

と
は
い
え
、
そ
れ
は
ヲ
、
ー

υ
y
パ
犬
同
体
法
の
影
響
が
な
い
と
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、
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け
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げ
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司
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仲
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令
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＼
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川
山
川
凱
域
に
命
日
る
町
営
察
・
刑
事
司
法
協
力
に
閲
す
る
欧
川
連
合
条
約
一
第
六
編
主
根
拠
と
す
る
、
第
一
の
い
九
一
午
、
の
手
続
で

あ
る
）
こ
の
柱
の
創
出
ば

一
被
の
晶
ム
叩
で
あ
る
c

と
い
う
の
も
、
字
、
れ
に
よ
り
ヲ
i
υ

ソ
パ
連
〈
υ諸
機
関
は
、

U
盟
国
に
対
注
げ
て
川

れ
ブ
、
ザ
八

ひ
乙
つ
の
主
H
ベ
は
、
枠
組
み
伏
定
ヘ
L
？

zc＝E
L

コ）

事
制
裁
の
規
ど
を
売
筏
引
い
い
け
る
、
」
与
か
で
き
ら
－
o

つ
に
白
っ
た
か
り
で
あ
る
。
刑
事
領
域
で
こ
の
け
的
か
γ
注
す
る
た
め
に
は
州
述
台
仁

ぐ
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
実
現
に
あ
た
っ
て
同
門
法
m
件
介

を
予
定
L
て
い
る
。

第
一
円
柱
、
r

弟
子
干
の
い
打
の
間
の
権
限
分
配
」
／
一
尊
単
「
る
七
め
に

ヨ
ロ
ッ
川
中
一
九
l

品
川
終
日
対
は

川
市
十
期
川
政
に
よ
り
ロ
7
1
1

ロ
ッ
パ
ド
ハ

ヨ ll ＇パ決 y;C7フンヌ叩I41氏視結につ去る影響

M
N
品
作
法
の
実
効
叫
ん
と
保
有
岸
ず
る
こ
と

m
L民
で
占
め
る
と
庶
わ
れ
る
場
ベ
円
に
は
、

二
つ
の
f
v

〈
主
い
を
採
択
す
る
こ
と
が
官
慣
に
仕
っ
て
し
る
じ

一L
刀日
h
r

ヨ
l
ロ
ァ
パ
大
同
体
法
民
訴
を
規
ハ
生
「
る
第

る
第
一
の
柱
L

ぷ
づ
く
枠
組
み
決
定
て
あ
る

F

〆
、
裕
ー
へ
F

3

J

、

L
’J
U
L
F
－刀、！

の
わ
日
に
』
づ
く
指
ん
す
で
d

の
ち
伯
方
が
、
肝
前
十
立
法
を
加
盟
百
に
義
務
付
、
「

眠
い
検
討
に
付
し
て
い
る
よ
う
に
巴
わ
れ
る

二
仁
、
〉
f
会
九
月
一

一
日
判
決

R
c
E
E
E
C口
内
（
2
g
2戸
弘
『
円
円
三
＼
Cω

）

！
っ
ッ
パ
共
同
仏
裁
判
一
け
の
門
官
以
心
判
決
は
、
こ
の
権
限
分
担
を

当

3

、

入

山

ぷ

ぜ

の
慣
''I 
終
ι 
ねえ点
i 
4舟

「tぇ人t士主主JS9 '' 14!3) ~67 CZiiト叩 7 

亡
、
約
一
判
明
は
、
刑
事
J
U
K
の
諸
規
定
の
よ
う
h
b
刑
事
立
法
は
、
日
ハ
同
伴
心
権
限
に
は
尽
き
な
い

、h
h

－2

〉

J
Z
P刀、
b

に
不
可
欠
で
あ
る
と
き
に
は
、
犯

ョ
i
7
ツ
ミ

一－
1
7

ノ

共
同
体
は

l
i
口
y

ハ
巡
合
い
山
付
託
さ
れ
火
活
動
部
他
球
心
実
説

」
の
事
実
で
は

ぷ
山
明
日
出
品
子

同
叶
を
定
め
る
荒

P

心
ゐ
刑
弔
制
裁
義
務
主
謀
「
い
と
が
で
万
る
と
刊
ハ
？
し
た

J
T「
）
て
、
閣
僚
政
手
会
に
よ
ゐ
枠
組
み
決
定
は
、
河
効

l
h
d

引一口弔
1
5
4あ
る

欧
川
川
妥
員
会
に

t

払れやは、

j

一5
1
2
t
「
一
一
〕
ヰ
む
ノ

〈
；
才
」

f

：
u
t
R
U

ご
の
判
決
は
、
「
一
主
主
吉
L

ヨ
円
ヴ
パ
山
氏
同
体
法
規

。〉
同
「「

オ
ハ
の
よ
う
な
形
で
権
限
分
配
を
再
構
必
ず
る
効
果
、
ケ
ナ
ヂ
ず
る
で
あ
ろ
う
乙
考
え
ら
れ
て
い
る

J

－tJ
伝
わ
ち
、

結
空
ど
ー
現
に
必
裟
な
刑
事
法
叫
判
定
品
川
第

nJ十
↓
し
～
」

1
内

d

J

木

i
h
l－

川
円
日
・
完
全
・
バ
バ
ハ
尚
司
ー
欧
州
憲
法
条
約
第
一
一
部
第
一
一
い
細
川
仕
事
凶
者
」

お
日
る
川
ド
法
の
説
印
を
弓
的
、
、
す
る
規
定
は
、
第
＝
の
注
に
回
山
内
「
司
令
こ
い
」
と
は
る
口
こ
の
刈
伎
は
、
日
川
主
？
の
領
域
に
お
け
る
ポ
i



u 
c＇、

家
王
権
に
訳
さ
れ
許
制
限
て
あ
る
と
分
析
さ
れ

C
も
い
る

日（吾川

M
L
E守口
H
A
Z
J

し
か
し
、
そ
れ
は
お
り
J

（
出
出
己
F
R
E
m
y
』
〕
同

ら
く
誇
張
で
あ
ろ
う

r

と
い
ろ
の
も
、

J
1
J
、
ノ
凶
内
の
ゾ
決
去
が
刑
苧
の
領
域
で
義
務
的
に
介
入
、
〆
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

L
て
も
、

ou'I 

こ
れ
さ
よ
犯
罪
と
制
法
を
定
め
る
権
限
は
な
お
立
法
主
に

M
L
E
い
？
？
之
、
あ
る

r

！、、4

ぽ
よ
も
し
一

C
C
U引
f

日
の
J
ス
ボ
ノ
条
約
が
、
ん
日
説
凶
に
よ
り
批
市
山
手
れ
れ
ば

均
約
は
板
本
的
仁

可

修
正
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
っ
実
際
、

ヨ
ー
口

y

パ
共
同
科
一
試
止
条
約
は
、

1

1

U

ッ
パ
込
合
の
運
営
に
間
一
j

る
条
約
に
政
三
L
代
ね
り
れ

る
こ
〆
｝
ど
な
h
、
ふ
い
孔
ば
一
一
つ
の
、
止
で
述
台
を
組
織
「
る
こ
こ
を
恥
り
や
め
て
い
る
子
ら
で
忘
る
。

狭
認
の
ヨ
口

y
パ
法
β

来
た
す
仇
礼
町
は
、

以
仁
の
話
ζ

は
異
な
る
ハ
乙
い
う
の
も
、

そ
の
役
生
ー
は
、
庄
内
の
け
い

J

法
者
が
、
刑
事
法

ヲ
！
日
ソ
パ
法
、

phf鴨
川
ず
る
品
本
J

じ
な
権
利
や

μ由
2
謂
J

州、ト

t
Lよ

ヤ
ア
ぐ
に
あ
る
か
ら
で
↓
ぬ
る
c

B 

立
法
の
誘
引

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
と
と
む
山
己
主
設
定
書
は

のん寸マー、
λ
め叫
h
v
h
w
h

よ
下
、
〕
b

刑
事
3

い
と
山
接

ブ
フ
ン
ヌ
の
リ
注
者
に
と

d
J

二
関
係
す
る
い
く
つ
か
の
応
別
が
確
認
さ
れ
て
い
る
に
と
え
ば
、
公
fr
な
訴
訟
干
較
に
対
す
る
権
利
と
円
一
」
心
為
、
り
ゆ
る
派
守
的
棺
利

一
段
判
中
〈
求
め
る
権
利
、

？
っ
一
公
に
な
裁
判
を
受
げ
る
権
利
、

弁
噌
誕
百
人
を
求
め
る
権
利
な
ど
、
弘
津
川
以
北
び
家
什
片
山
A
J
活
心
争
重

に
討
す
る
棒
利
、

一
手
小
一
品
川
正
線
引
な
と
で
あ
る
じ
同
条
約
の
？
J

法
に
町
州
市
上
越
L
d
J

る
仙
川
依
と
ぞ
れ

一、μ
？
｝

J
1
7
b
k主
川
川
正

F
7
u
t
支
寸
フ

Z
勺
七
ヤ
エ
T

出
向
問
の
栄
？
h
h

、

が
此
ハ
J
J
て
い
る
よ
さ
司
法
の
ス
タ
〆
／
ダ
、
ド

（部（

E
R一42一
）
ば
、
規
範
定
立
機
関

5
3
2
2～
一
九
対
し
t

刑
法
の
出
尽
の
た
め
に
従
え

F

へ
き
モ
宇
月
を
指
ー
一
子
〆
て
い
る

J

条
約
？
止
三
日
一
に
促
ろ
二
三
に
よ
り
、

M
川
内
の
立
法
苔
は
、
本
本
的
権

利
y
y

一
円
山
の
保
護
心
情
山
成
で
、
法
、
ン
ス
フ
ム
を
改
詳

L
もてつ
ζ

努
め
る
の
で
あ
令
。

刑
事
訴
常
川
氏
の
知
域
で
、
コ
7
1
ロ
ソ
パ
人
権
全
約
の
川
出
血
円
は
叫
ん
っ
か
で
あ
る
。

、
ノ
＼
つ
引
っ
f
一一一
2
ど
民
十
ギ

j
b
ご
A
E
1
3
2

ハヘ
ρ
、

v

j

t

J

L

f

：
j

l

d

i

i

：
i（
〉

＼

〉

主
グ
J

武
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の
い
原
則
を
ry審
段
階
ご
実
説
し
た
九
孔
－
f

八
月

凶
［
伝
仲
r
b
L
W
W
げ
る
こ
と
♂
で
き
る

v

岡
山
山
律
は
、
検
事
同
に
川
内
「
ず
る

訴
の
涼
ρ
一円、一

マ，v
存
関
給
注
だ
ん
と
受
け
と
者
と
付
帯
私

九一、
f
審
判
市
d

に
討
、
い
て
叩
制
限
の
あ
ら
ゆ
る
調
脊
な
山
心
不
め
司
令
権
利
を
認
め
て
い
る
一
同
様
に
マ
ノ
苓
段
階
い
関
、
以
て
、
二

法
作
で
既
に
定
立
さ
れ
た
こ
と
に
執
っ
て
、
広
人
－
弔
主
主
μ
耳
石

f
J
O
Y
F叶
～
て
月
h
u
h
h
法
律
は
、
川
烈
止
に
間
同
一
J

品
規
範
を
も
亡
υ
対
｛
率
的
に
し
て
い
る
。
一

ー

の
裁
判
を
求
め
る
権
利
引
に
従
一
っ
て
、
重
罪
分
町
立
の
上
一
め
を
判
制
比
化
、

L
1
c
c
c年
ハ
円
け

h
i法
律
は
、
、
」
れ
こ
は
別
心
的
、
ニ

f〉

C
f
J
1
ハ
月

－U
法
相
い
は

つ
の
者
数

L
て
も
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

r
V勺
の
も
、
司
法
倖
は
、
刑
事
訴
訟
法
典
、
に
足
立
を
挿
入
し
、
代
々

ァ、

r
i
h
ヘ
ゾ
じ
円
富
子

；

d
C
4
 

川
市
道
を
記
載
し
た
か
ム
二
「
め
る
。
こ
の
舟
キ
原
市
川
は
、

ヨ
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
心
却
〉
定
か
ら
虐
殺
に
指
相
い
を
待
て
い
る
口
こ
の
方
中
文
ピ

ヨ ll ＇パ決 y;C7フンヌ叩I41氏視結につ去る影響

お
い
こ
、
子
い
引
が
有
す
べ
き
質

同吋
μ
帯
性

市
」
雫
者
同
吋
サ

ι山刊誌
ム
円
程
前
期
間
註
J

つ
ぷ
判
，
士
の
公
平
常
を
篠
山
比
す
る
に

ハ
公
平
性

訟
の
訴
追
機
能
と
政
判
機
能

u
分
雌
凶
伊
川
、
一
イ
詩
人

清
訟
を
知
ら
さ
れ
る
府
刑
判
、
強
制
処
分
の
比
例
性
及
ひ

必
受
注

吋
U
当
局
に
よ
わ
れ
山
枕
さ
れ
る
コ
ノ
づ

1
ル
立
レ
〈
が
判
明
之
、
L

れ
く
い
る
コ
改
正
（
w
m怖に

こ

ωー
ル
ょ
に
何
ら
布
川
性
は
な

い
と
司
い
す
る
有
芦
も
い
た
）

Ed丈
は
、

ム
ド
の
い
叫
れ
を
有
す
る
条
約
む
訪
問
町
内
引
を
絞
り
返
す
に

t
ど
三
っ
て
い
る
か
ら

h
h

戸一、ムコ、

r
f
d（

4
7
i
b
 

で
あ
る
し
か
し
之
が
ら

7

弓
ン
ス
心
判
例
は
、
守
山
の
立
引
に
反
対
の
止
場
J
y
r小
L
て
い
る
つ
体
か
二
、
抱
一
一
一
J

原
聞
は
川
、
狭
義
心

ヨ
ー
は
吋
パ
訟
の
そ
れ
、
川
、
つ
h
u

文
門
は
常
に
同

と
は
間
以
ら
と
い
ご
し
た
が
っ
て
、

山庁主の出恒い肩
r

い
る
が

応酬中いは、

μ
川
好
ヨ
ャ
「
刊
パ
人
持
条
約
の
そ
れ
よ
り
先
に
進
む
こ
と
が
可
伝
な
の
で
あ
る
じ
こ
の
M
n
Y
1
げ
て
、
上
訴
縫
い
閲
す
る
も
の

み
」
以
丁
目
：
る
こ
t
が
で
き
る
c

磁
波
限
引
心
部
は
、

こ
り
の
二
守
一
心
月
仁
川
判
決
に
恥
い
て
、
保
除
去
託
、
十
一

t
え
w
p

一
の
者
い
が
訴
訟
w

事
者
三
は
な
い
、
こ
し
て
点
、
民
事
の
府
主
者
で
あ
る
被
μ

円
人
と
逮
脅
し
て
相
A
l

円
鮎
般
を
支
払
う
1

て
つ
↓
「
い
は
さ
れ
た
一
審
判
決
に
汁
し

予
」
と
が
で
き
る
と
刊
不
し
亡
。
実
降
、
序
u

入、は、

ヨ
ー
竹
ン
パ
人
権
奈
約
J
u
h
M
州
議
定
吉
が
規
定
す
る
よ
う
に
「
右
罪
を
日

ー
有
古

3
判
決
を
受
け
～
～

γ
べ
て
の
者
は

へ
て
の
者
：

んJ
一
け
で
は
日
く
、

別
の
裁
判

（

m
Cニ
司
令
じ
令
円
切

C
D
Z川

一

い
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u 
c＇、

憶
に
f

骨
文
判
決
を
存
民
主
壮
る
権
利
を
有
「
る
と
規
定
す
る

J

ザ
一
み
よ
り
札
果
、
制
人
か
の
命
甚
uhv
注
べ
て
い
た
一
り
と
は
呉
必
り
、
序
文

は
芯
引
↓
一
の
玄
味
で
の
規
範
的
伝
効
宗
主
右
、
ぷ
ー
一
い
る
の
で
あ
る
）

ou'I 

ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
人
権
条
約
の
れ
別
な
じ
V
置
づ
け
、

コ
ン
ト
「
ソ
ー
ル
惚
関
心
ん
什
在

す
な
わ
ち
同
条
約
が
凶
内
法
に
J
J
え
て
い
る
影
響
は
、

に
も
幻
討
が
ふ
め
る
。
す
ノ
な
わ
ち

司
裁
判
所
山
川
、
あ
る
い
は
M
門
家
に
よ
り
、

あ
る
い
は
向
山
口
と
の

1

1

y

♂、

E
！
1

ノ

政
悼
の
道
が
い
ぶ
く
さ
れ
た
偶
人
に
よ
h
提
訴
す

J

る
こ
／
一
が
で
き
る

ー
ロ
ノ
パ
人
縫
条
約
仏
一
一
合
条

m
n
J
J
Y
｝
ワ
ン
ス
ミ
似
人
の

0〕

；主

。
月
九
日
り
こ
」
で
あ
る
。
人
権
政
河
川
叶
の
存
伝
D
J
I

〆
ハ
ク

i
は
、
さ
ま
ざ
主
な
形

－
寸
i

、
J

F
ノ

rr 

円
、
現
れ
と
い
る

U

ま
ず
、

入
、
幹
ル
主
主
引
勺
二
庁
中
小
、

r
1
1
1
1
r
i
 
約
約
亙
が
条
約
に
刷
、

IJコ
ハ
九
ー
て
い
る
権
利
一
h
Y
1由
を
ど
れ
υ
、
け
尊
草
し
て
い
る
か
円
体
的

に
7

ン
人
口

l
ル
い
り
る
こ
と
に
よ
れ
、
権
利
や
白
山
川
の
正
判
官
川
叫
ん
A

汗
同
め
る
こ
J

V
可
砲
に
し
て
い
る
（
次
に
、
人
柱
円
前
川
川
川
γ

町
一
回
、
去
の

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
り
、

ヨ
l
ロ
ァ
パ
人
権
条
約
に
合
ま
れ
て
い
る
さ
ま
さ
ま
な
概
念
乞
併
釈
「
る
よ
う
に
導
か
れ
て
w

る
じ
午
、
れ
に

：，一
t
て
ア

人
権
裁
判
所
の
判
決
は

一
凶
］
内
一
の
」
刑
事
f

仇
判
一
一
け
に
と
う
一
戸
、
、
条
約
に
定
め
ら
れ
た
某
本
的
乞
持
利
や
t

と
由
に
ど
こ
ま
で

制
約
が
及
び
う
る
か
吉
知
る
に
め
の
白
（
む
う
イ
Hr

と
な
勺
一
て
い
る
回
hZ七人、
人
権
い
は
刊
引
の
判
決
心
禁
容
は
、

国
怖
い
の

υ一
必
者
が
、

条
約
造
反
判
決
心
校
に
剤
事
伝
ぽ
範
を
終
7

一
す
る
よ
っ
江
川
め
た
と
き
に
、
よ
り
問
問
沿
も
の
と
な
る

v

と
は
い
え
、
人
権
裁
判
川
の
判

決
ば
、
粂
約
品
一
反
判
仇
か
」
↓
卜
さ
れ
～
一
凶
ハ
（
U
l
t
μ

ぃ
引
い
て
い
ん
J
Kる
伝
的
と
い
げ
／
開
口
も
な
い
、

と
い
そ
の
が
原
則
で
は
あ
る
す

い」、
U
ト
c
h円

に
、
人
M

刊
裁
判
所
判
例
け
、

7

ラ
ン
ス
法
に
ιお
け
る
二
つ
の
例
pf

予
げ
る
ミ
と
が
で

川
正
説
、
い
え
な
い
指
導
的
な
役
割
な
手
じ
て
い
る

v

L
J

」ザ匂コ比司川

、引＼半日
y
J
G
A一
え
に
閉
す
る
も
の
で
あ
る
（

モ
れ
は
、
被
疑
者
の
長
早
川
む
の
ム
ヴ
百
主
嶋
市
仇
「
ι？
に
と
J
M

に
銭
高
寸
る
ミ
ー
か

と
き
る
装
置
を
設
炉
ず
る
授
先
て
あ
る

一
ハ
に
山
山
さ
れ
行
ク
ル
ス

7
／
対
ノ
ラ
ン
ス
、

九
九
ヘ
｛
一
司
凶
月

コ
ピ
グ
対
ソ
テ
ン
ス
主

作
（
片
言
忌
ミ

2
h
F
2
h
R
3
u
h
w
M
h
R－
t
い
ろ
ノ
二
つ
の
判
決
に
お
い
て
、
人
権
ー
裁
刈
所
は
、
ヤ
一
の
同
年
売
が
制
”
へ
の
ロ
ー
訂
と
棒
利
す
い
慣
ι古

ず
る
に
も
践
す
わ
ら
ず
、
が
い
九
の
同
支
の
桜
烈
規
’
牛
込
（
疋
め
て
い
仕
か
コ
た
こ
と
仕
非
惜
し
、

ブ
ラ
シ
ス
に
利
し
て
条
約
浬
反
判
決
を
N

l以人法ナお i.214G.、;37() :zonJ. n 



ノ

？

｝

v
f
J
J
 

刀
九

ま
ざ
に
電
話
は
去
に
つ
い
て
規
制
す
る
新
た
伝
説
主
主
主

治
七
月
、
J

ヨ
伝
仲
小
山
よ
り

ァ
ラ
ン
フ
ハ
の

v
T仏
Y
E
U

め
" 

刑
耳
一
市
記
法
典
第

一（U
一
い
同
年

（
リ
一
ハ
〉
条
以
ト
コ
第
二
の
測
は
、
弁
一
友
人
の
援
助
包
受
け
る
除
利
に
関
ず
る
も
の
ご
あ
る

一川
k
l決
作
は

フ
ラ
ン
え
い
対
ず
る
一
つ
の
条
約
違
反
判
決
を
考
慮
に
人
れ
て
い
る
じ
ず
な
ー
口
一
%
、

一
九
九
一
一
司
一
月
一
一
一
［

の
示
リ
ト
j
モ
ル

（子
5
3
5
3
4位
い
と
ふ
口
、
｛
戸
、
可
ア
九
月

二
f
町
出
ザ
忍
事
件
で
あ
る
人
権
裁
判

一
日
の
ヴ
ゥ
ン
・
ベ
パ
ト

所
の
裁
判
庄
は
、
ト
コ
ー
、
心
地
同
一
円
人
が
、
た
／
）
え
凸
任
し
て
い
仕
く
て
本
防
御
び
れ
る
権
利
を
格
認
し
f

ラ

Z
一
、
の
後
、
刑
事
訴
訟
法
山
（

は
、
心
い
’
法
人
か
ら
心
ぶ
が
為
る
こ
さ
は
、
法
た
に
い
る
宇
一
一
九
に
対
？
）
諒
河
の
綴
A
n
が
J
1
J

予
」
リ
れ
は
け
れ
は
な
ら
な
ど
で
」
ん
て
肝
不
し

へ
川
川
事
訴
訟
法
品
開
第
凶

f
ノ条

t

r
L
い
ザ
ム
V

ヨ ll ＇パ決 y;C7フンヌ叩I41氏視結につ去る影響

こ
れ
ら
の
例
壮
一
通
じ
て
、
刑
事
の
領
域
で
の
ヨ

l
u
ッ
パ
連
合
法
や
、
比
炉
本
物
権
利
や
白
白
刀
保
障
の
領
域
で
の
狭
義
の
ヨ

l
ロソ

バ
法
は
、
！
f
進
出
店
の
】
令
、
に
れ
ど
も
、

J
も
に
ア
一
7

J

人
前
半
法
山
J
引
の
丹
氏

て
い
司
る
、
」
と
げ
h
r

所
ら
か
に
な
っ
た
し
、

ら
l

仏
語
の
ヨ
l
口
Y
7
H
W
の
影
響
は

いへ
J

土
心
外
」
成
し
た
刑
事
丘
規
釣
叫
J

山
川
用
さ
れ
る
べ
き
み
J

介
に
日
い
て
も
時
認
さ
わ
る

Il 

刑
事
！

νU品
川
純
む
迭
問
時
JM
…
む
の
影
響

国
内
刑
事
民
規
範
は

cい
る
た
め
、

よ
り
！
の
一
心
規
誌
で
あ
る
日
jill

日
ソ
ハ
ル
士
山
川
体
は
や
狭
義
心
l
i

階
層
粍
山
庁
の

H

y

パ
法
ト
川
地
ム
ロ
し
な
け
れ
ば
な
、
り
な
い

「
憲
法
第
日
斗

h

添
っ
さ
1
ざ
ま
な
文
書
の
悶
係
の
で
と
、
裁
判
官
は
特
別
作
品
役
割
吹
い
官
た

〕
て
レ
る
c

y
し
い
》
ノ
の
も
、
凹
門
決
規
位
、
引
共
同
体
法
や
狭
義
の
！
日
ヅ
パ
法
の
規
定
に
遇
合
μ

て
い
る
か
を
確
か
め
る
持
阪
は
裁

円
官
に
日
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

J

ず
な
む
ち
一
、
作
品
判
宵
ば
、
こ
れ
ら
1

1

U

ッ
パ
汁
庁
、
均
約
が
プ
ブ
ン
ス
刑
事
法
に
伝
法
的
な
影
響
を

与
え
る
、
」
こ
に
5
F
I
d－
ν
て
い
る
の
で
ふ
め
る
。
反
対
け
的
な
幼
回
ょ
に
よ
h
、

こ
の
権
限
は
、
及
川
判
官
の
法
斥
か
ら
の

解
放
に
ιに
ひ
っ
て
武
欣
）
て
い
る
u

平
一
こ
で
、
以
立
は
、

方
て
以
内
裁
判
一
h
に
仇
る
条
約
泊
ム
い
れ
の
コ
／

1
口
i
ル
の
れ
仁
川
伎
を
検

: f＂人法学； S9、＂147) ~71 CZiiiJP.7) 



主

、
と
の
よ
う
な
fu
に
h

ぬ
い
て
裁
判
れ
の
役
割
J
V
説
明
［
九
的
に
生
存
さ
ぜ
る
効
栄
を
有
し
ν

、
い
る
の
か
に
つ
い
C
枚

u 
c＇、

討
、
）
ょ
う
（
い
わ
）
コ

ou'I 

A 

国
内
裁
判
官
l
よ
る
条
約
通
A
H
性
の
コ
ン
ト
リ
ー
ル

法
岱
刊
の
M
門
際
法
規
範
迎
合
性
心
札
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ず
る
の
は
ホ
庁
、
院
裁
判
口
か
、
通
量
裁
判
所
裁
判
J
l
H

手
J

な
わ
ち
、
司
法
裁
判
所
一
糸

統
ま
た
は
F

七
政
裁
判
一
山
川
系
統
）

か

J
V「
同
誌
が
長
炉
さ
れ
戸
、
憲
法
混
は

の
詐
』
法
迎
行
糾
い
り
み
を
存
在
ム
o
J
G
裁
斗
刈
で
あ

る
こ
汁
不
し
、

f
の
よ
う
は
コ
ン

i
ロ

ル

そ
れ
ゆ
え
、
忍
常
絞
判
所
裁
川
｛
口
に
そ
の
よ
う
な
r弘
詑
が
承
認
さ
れ
た
こ

と
に
ヘ

J

浩
司
令
。

訴
訟
当
事
者
は

一
敗
一
川
ぺ
指
令
を
除
い
た
）
向
接
流
用
さ
れ
る
ー
…

l
U
ソ
パ
江
八
日
ι
悼
の
諸
限
定
や
狭
義
U

ヨ
l
口
ソ
パ
法
U
諸
規
ど

ぇ，
」

ソ
ヲ
ン
ス
の
刑
事
は
判
機
関
に
れ
し
亡
援
吊
す
匂
一
」
l
L
が
で
き
る

ヨ
！
日
ッ
パ
共
同
弘
、
仏
の
優
作
性
心
原
則
吉
小
し
七

C
E

N
h
o
戸
。
寸
話
口
司
令
4
h＼
＼

F
J

ミ
R
N
h
ト
主
L
h
h
r
n
「同町三旬、
N
h
Eど
え

L
h
l
L
、
裁
判
山
げ
は
、

ψ
i
事
γnが
請
求
し
な
く
て
も
、
叫
帆
梧

で
i
i
コ
ソ
パ
共
同
体
片
山
や
狭
義
心

1
1
ヨ
ソ
パ
民
心
境
主
違
反
主
問
題
と
す
る
こ
と
が
て
き
る
わ
止
似
’
t院
刑
事
部
川
川
、

ヨ
ー
コ
ソ
パ

人
権
条
約
山
つ
い
て
一
九
し
人
民

山
お
い
て

ョ
i
口
ソ
パ
共
同
伴
氏
に
関
し
C

一一月
4
ヨ
判
決

パ
ル
ム
出

3
足
芝
川
円
仇
）

λ
九
一
年
ハ
月
二
ヨ
判
決
に
お
い
て
、

f
の
よ
う
に
判
一
が
い
て
し
る

裁
判
宵
に
い
認
め
つ
れ
た
J

ン
l
口
v

－M

体
性
区
日

三
は
ん
＆
い

γ

と
い
え
ノ
の
J
U

～
j

裁
判
↓
日
目
、
国
内
向
刑
事
法
規
住

1hlv

日
際
法
規
制
亡
り
も
以
恥
に
て
き
た
も
の
で
あ
れ
、
以
後
に
と
き
に
本
心

凶
防
防
法
制
組
に
い
叫
ん
じ
し
な
い
均
ム
ロ
は
向
山
刊
の
川

事
法
山
岨
郡
守
口
γ
開
制
除
で
き
る
も
ロ
う
に
な
る
か
り
で
あ
る
つ

、
司
法
裁
日
所
ぷ
紋
C
裁
日
吉
に
閲
し
て
、
以
投
院
述
ム
口
出
が
九
じ

万
午
1
4

－μ
リ」

1
uリ
士

lμγ
仁
笠
l
b

ポ
牛
耳
判
渋
）

に
お
い
て
川
批
正
し
た
｝
了
」
で
あ
る
U

I

J

ば
し
ば
、
殺
日
以
お
は
づ
ノ
ヲ
ン
ス
刑
事
法
の

l以人法ナお i.2 148.＇、 i372 :zonJ. n 



ヨ
ー
リ
吋
パ
犬
同
体
同
h
f
狭
授
の
ヨ
i
口
y

パ
伐
と

つ
い
と
刈
附
J
V
下
す
が
、
両
者
～
矛
丹
が
あ
る
と
き
、
凹
山
内
反
の
条

現
の
適
似
排
除
ゃ
に
め
ら
わ
伝
い
じ
犬
同
体
法
い
関
、
ν

て、

仮
政
院
は
、

裁
判
r

円
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
パ
同
体
法
荒
範
及
川
イ
派
』
九

h
i
 

紛
糾
打
川
川

引
忠
則
や
欧
州
出
何
令
、

に
川
口
ぷ
す
る
中
市
ぬ
い
去
を
す

hJFに
法
｛
一
ん
さ
れ
た
犯
罪
に
げ
片
づ
い
て
安
野
判
決
F

ど
「
す
こ
と
古
恒
組
、

J念
日
れ
ば
な
ら

江
い
と
川
川
不
し
て
い
る
ラ
狭
誌
の
ヨ
ー
口
ン
パ
法
に
閑
L
こ、

ノ
の
川
内
を

J

ん
い
け
よ
品
。

つ
が
川
事
訴
訟
法
に
悶
？
る
ー
も
の
で
、
も

う
つ
が
川
事
実
体
法
に
悶
ず
る
1t
の
で
あ
る
の

九
九
戸
年
ア
八
月
ハ
こ
一
A
F
h
h

の
つ
の
判
伏
に
お
い
て
、

？
ロ
ヴ
パ
人
枠
条

約
第
六
条
乙
比
内
品
川
刊
等
の
柄
小
則
正
長
ゴ
ご
に
、

ム
町
ス
マ
b
J
こ
だ
ム
ム
μ
h
i
J

、↑」、

石吻
u
l
hヘf
I
V
合
わ
M
U
一つ

川
河
法
の
条
パ
、

〔
川
川
事
訴
訟
法
的
第
五
四
六
条
最
終
託
、

り
刷
用

z
V｝
昨
引
除

L
t

、休明ー祭いれ）

の
み
に
、
途
些
罪

「
戸
取
生
鮮
川
一
刊
訂
）

の
涜
域
に
お
川
て

τ
さ
れ
に
す
べ
て
の
刈

そ
の
条
日
は
、
検
事
以

ヨ ll ＇パ決 y;C7フンヌ叩I41氏視結につ去る影響

決
に
つ
司
て
一
卦
ん
と
許
可
す
る
も
の
で
あ
っ
J

（
ご
の
九
hru
七
4l判
決
に
認
し
亡
、
間
味
深
い
い
ー
を
つ
杓
摘
し
よ
一
〕
乙
ヨ
l
ロソ

バ
人
権
裁
判
所
と
彼
段
伝
円
武
器
汁
等
の
原
町
引
に
つ
レ
て
同
じ
r

公
民
主
一
ヰ
ぃ
市
L
c
h
w
h
d
w

〈
、
一
心
以
内
υ
は、

コ
セ
！
日
ソ
パ
人
権
条
約

に
同
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、

公
ド
に
裁
判
と
い
う
収
〈
一
ょ
に
こ
の
原
則
ど
結
び
付
け
た
ヨ

1
1
ツ
パ
人
格
L

政
判
出
判
例
か
ら
ペ
ー
じ
た
も
mv
で

ょっ
戸、w 

一PJ代
刊
C
R
p
c
c
u
h
h
N
へ
Fr

んNhbnNへωゆみいふれ叫
F
H
l
w
巾（回目。ロュ
t

山山中』戸出口

ス
入
ヲ
ノ
ス
ィ
ノ
1
ル
の
人
格
裁
判
所
心
裁
判
行
一
］
に
よ
れ
ば
、

k
u段
、
ヲ
』
γ

コ
J
t
t
「

tynI与
c

h！
ι
判
明

j
t

一
十
ん
当
事
者
が
メ
の
相
手
ト
々
と
の
悶
庇
い
で
明
械
に
小
刊
な
状
民
に
は
い
な
い
粂
刊
の
下
で

内当市ぃ
T
V
V
に一出

拠
J

ピ
ム
日
め
に
山
口
の
論
撚
J

ひ
ら
捉
不
「
ず
る
介
円
的
な
可
能
性
ん
が
」
i
J
え
る
こ
と
」
J

ひ
ら
地
内
必
づ
け
ゐ
も
口
一
で
あ
る
に
ぎ
己
主
同
芝
～
内

q
sミ
ヨ

でに
1
1

そ～
p
h句
《
一
午
、
吋

C
（
岬

c
r】々

し
そ
れ
は
、
当
事
主
力
完
全
に
同
7ν

椅
利
土
右
、
ζ
怖
け
れ
ば
な
、
つ
な
い
こ
と
古
書
止
し
て
は
い
な

川
、
権
利
の
不
山
H

U
川
聞
が
ふ
方
－
md
一
九
オ
ピ
不
利
い
働
い
て
し
る
こ
し
r
を
恨
訟
と
ぎ
た
と
き
、
不
三
ず
な
一
民
必
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

反
対
い

ブ
づ
〆
ス
の
裁
判
ー
呂
に
／
一
一
っ
て
、

1

5

U

ソ
パ
人
格
条
約
第
八
条
の
意
味
に
お
け
る
公
布
な
裁
刊
の
安
南
は
、
州
事
両
訟

の
当
事
者
が
可

の
格
引
を
ゐ
れ
す
る
よ
う
義
持
つ
け
る
」

4
の
と
あ
る
ハ
二
の
も
で
フ
に
、
波
投
院
は
、

ヨ
ロ
ソ
パ
人
総
裁
判
所

r
げ一

べ
て
は
る
ひ
に
八
け
み
の
な
い
宗
五
刊
を
採
用
LbJ百
戸
一
の
般
投
に
川
崎
慌
に
、
川
市
下
一
み
訟
法
典
仏
耳
石
川
ハ
条
最
終
尽
を
削
削
除
す
る
、
つ
ま
り
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u 
c＇、

検
事
え
の
叶
汁
柊
に
品
約
J

M

M竹
J

ど
れ
つ
一
九
九
九
年
i

ハ
月
一
一
円
、
広
命
日
J
H
恥い

f
v
ら
つ

つ
の
例
が
二
つ
り
一
片
百
リ
一
一
ペ
ノ
ヨ
判
決
て
あ

る
、
こ
の
判
決
で
、
彼
投
院
は
、
「
♂
］
卒
採
の
状
「
戸
川

た
は
一
，
ふ
ん
ど

,[j 

版

ま
た
は
政
山
｝
封
ず
る
こ
2
を
処
罰
す
る
－
八
八

ou'I 

咋
七
月
二
九
ヨ
法
律
が
、
罪
刑
法
定
主
義
の
出
則
一
人
権
条
約
第
七
条
）
、
公
4
1ペポ－、
m
r
J
u
h
に
汁
寸
ノ
る
権
利
一
同
条
約
約
六
九
九
）
及

の
出
日
戸
川
条
約
仲
間
ボ

仁
反
す
る
と
判
一
子
〆
た
υ

夜
投
院
に

F

ふ
れ
ば
、

J
一
文
が
あ
ま
ハ
け
に
ぶ
明
確
で
日
間
味
で
あ
コ
た

こ
の
川
叫
円
以
単
、

づ
一
ソ
ン
ス
の
げ
法
者
は
処
罰
の
領
域
な
ね
小
さ
や
て
い
る
。
以
上
完
て
き
ペ
ー
ミ
パ
L

、
立
法
お
が
、
条
約
の
県
南
の

山
間
ほ
か
ら
み
て
、
技
f

付
の
刑
事
法
け
式
完
全
な
祁
分
を
修
ー
止
し
て
い
な
か
っ
た
こ
ぎ
、
設
リ
リ
｛
E
は
、
ふ
一
心
不
完
の
な
お
分
を
知
力
化
す

る、」
ζ

で
、
い
冶
叫
ん

r

の
軒
為
に
対
I
J
て
ん
山
人
し
、
以
刻
「
る
こ
と
が
で
き
る
u

法
律
を
汁
品
川
に
よ
り
泌
止
す
る
f
の
よ
う
な
り
PJ性
に
ふ

り
、
我
々
の
泣
〉
ス
つ
ム
に
お
、
げ
る
裁
判
，
一
〕
む
伝

j

はJ
じ
な
役
割
は
修
庁
さ
れ
る
こ
と
と

ste〈

B 

国
内
裁
判
官
の
役
割
の
を
持

プ
ラ
J

ス
革
命
以
来
、
我
々
む
け
一
点
的
伝
統
は
、
ぷ
乾
寸
門
に
対
ず
る
不
信
と
い

に
楕
築
手
れ
て
き
た
っ
況
に
見
丈
ょ
う

二
、
判
事
、
江
に
闘
し
て
搾
刑
伝
定
、
土
義
心
除
則
が
ほ
認
さ
れ
た
の
は

旧
体
制
J
V
特
徴
付
け
る
裁
刈
J
H
h〈

O
A
t
主
に
十
4
9
る
り
ア
ク
シ
ヨ
ゴ

ン
と
し
て
で
あ
J
J

た
っ
別
事
裁
判
官
は
、
レ
L

人
が
コ

従
月
け
し
て
い
る
〈
山
批
判
官
に
は

従
う
義
路
い
が
あ
る
す

民
同
門
店
法

c

t

J

J

L

1

 

法
14
に
事
叩
引
い
規
，
に
さ
れ
て
い
な
い
所
為
に
川
河
、

J

て
刑
円
前
を
口
し
成
す
こ
と
が
で
き
ず
、
法
律
L

規
山
戸
れ
て
い
な
い
刑
訪
を
一
H
い
波

す
こ
と
も
さ
さ
な
い
戸
決
判
官
は
、
手
続
法
捜
範
ケ
判
的
ノ
出

F
」
と
も
で
き
伝
い
し
ず
t

ン
ヰ
ス
キ
刊
の
有
名
作
品
ふ
J

（
別
に
、
ご
い
ば
、

「
波
川
宵
ば
、
法
作
の
立
東
を
叫
ん
ι
1
る
円
で
あ
る
つ
原
則
ー
一
し
て
、

い
か
な
る
規
約
的
仕
役
訴
も
裁
判
「
い
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い

の
で
あ
る
わ

法
律
に
よ
れ
止
め
ら
れ
た
規
範
心
地
民
主
犯
絶
す
る
こ

r
は

仁
、
ろ
で
、
J

拭
汀
官
；
hlv
規
M

刊
を
作
り
凸

t
tい

必
お
さ
ら
で
き
は
h

は
ず
で
あ
る
u

？と
l

h

I

コ
て
、
政
判
官
に
と
っ
て
、
ふ
ト
い
い

rhv中
弘
法
に
反
し
て
い
る

F
つ
に

い
う
珂
由

l以人法ナお i.21町、 i37":zonJ. n 



で
、
伝
律
の
治
用
F
4
祈
除
す
る
ご
と
は
で
き
な
い
わ
一
段
判
官
は
、
法
作
の
筆
、
？
山
、
山
地
合
牲
を
審
ト
h
H
L
q
る
裁
判
（
れ
で
は
な
い
し
宇
回
以
院
の
人

が
、
六
日
一
人
の
凶
い
刊
誌
会
議
口
あ
る
い
は
一
以
老
院
設
円
、
に
よ
る
提
訴
の
場
介
に
、
法
律
の
一
応
法
迎
介
什
す
判
断
寸
る
柱
限
を
p

引
す
る
c

店
法
医
裁
判

Rmr法
律
の
ぶ
ま
た
は
ん
τ一
部
内
、
達
同
［
山
、
と
す
る
と
判
断
し
た
場
合
の
み
、

裁
判
官
は
関
係
す
る
み
完
明
p
f
I

必
U
J
J
な
い

τ）

が
叫
則
さ
れ
る
。

’
）
た
が
J

し
、
同
内
心
裁
判
官
に
、
ー
な
れ
も
段
々
の
関
心
に
則
し
て
斉
点
ば
問
事
裁
判
官
に
認
め
つ
れ
ず
九
条
約
尚
一
台
性
コ
／
卜

円、
1
1
1

ル
は
、
裁
判
一
一
h
と
べ
ば
川
悼
の
均
一
係
を
桜
本
的
に
没
、
た
た
り
で
あ
る
u

バ
ハ
程
凡
打
よ
与
に
、
こ
の
一
コ
ン
ト
口

i
ル
は
、
品
叫
4
官
に
J

3

亡
百
九
刑
事
法
規
範
h
r

コ
i
い
ソ
パ
宍
日
’
不
法
や
狭
清
一
け

Z
i
ロ
ソ
パ
氏
に
反
L
て
い
る
よ
う
に
ET】
わ
れ
千
」
き
、
裁
刈
｛
E
I
T
刊
の
規

ヨ ll ＇パ決 y;C7フンヌ叩I41氏視結につ去る影響

計
九
の
叫
刑
公
ケ
可
能
に
し
て
い
る
c

我
々
の
法
的
伝

j

伐
に
反
I
て

に
な
っ
た
の
で
↓
ぬ
司
令
c

也（
υ
民

肝
川
辛
裁
判
，
y

は

法
符
（
り
検
出
向
，
「
一

thもい
4
4
返
し
芯
が
ら
、
学
一
以
か
法
！
長
静
止
の

て
い
る
の
は
、
一
む
た
め
て
丸
ゐ
c

こ
の
よ
う
L

し
て
、
超
国
家
的
反
ぃ
刊
の
効
果
に
よ
り
f

此
刊
さ
↓
に
認
め
ら
れ
た
持
奴
は
、

h
打
円
L
j
べ
詮
形
で
、
あ
る
パ
ラ
ペ
ケ
ス
＼
と

司
い
て
い
る

v

そ
れ
古
川
内
解
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
か
な

η
の
旬
、
の
憲
訟
〕
心
原
引
が
ヨ

l
け
ッ
パ
人
権
条
約
に
規
定
さ
れ
マ
い
る
原

担リ

て
い
る
こ
L
Y

ピ
明
確
に
し
と
お
く
へ
ま
L
u
u
h
h
h
k
匹
寸
る
）
必
山
立
が
あ
る
。
七
一
と
え
ば
、
（
フ
フ
シ
ス
人
権
立
口
円
規
定
さ

れ
て
い
る
円
以
上
）
信
い
は
上
の
応
則
で
あ
ゐ
叩
ち
刈
法
定
主
義
心
尽
別
は
、

1
i
日
，
ハ
人
権
条
約
治
じ
条

尽
に
規
定
さ
れ
て
い
ゐ
U
半
国
首

法
心
一
以
別
で
あ
る
持
搾
ぷ
｛
止
の
わ
叫
則
は
、

人
権
条
約
第
六
条
刑
、
で
小
さ
れ
て
い
ゐ
弁
護
人
の
夜
助
事
一
受
け
る
権
利
は

「
防
御
権

般
的
な
－
邸
中
山
上
の
原
則
に
属
す
ノ
る
が

人
権
条
約
第
九
条
一
組
引
に
規
t

心
さ
れ
て
い
る
、
次
々
は
レ
く
ら
で

の角吉山
Z

こ
い
つ
よ
り

j
t
m仰
を
り
や
り
る
い
〆
｝
げ
か
で
さ
よ
ミ

J

そ
の
結
果
、
作
品
判
宵
が
白
山
口
川
手
法
の
来
店
の
条
約
適
八
ピ
性
コ
ノ
卜
口
、
！
ル
を
行
ζ

ζ

言
、
憲
法

適
合
性
コ
ン
ト
ロ
ル
と
河
主
の
コ
ン
ト
ロ
ヲ
ル
を
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
に
ー
も
悶
わ
ら
ず
行
使
し
て
い
る
の
で
あ
る
3
L
三
が
コ
で
、

条
約
適
令
性
コ

J
I
口
i
ル
は
、
法
や
り
富
山
法
刻
ハ
μ
竹
に
鴻
一
q
J

る
持
接
的
コ
ン
｝
口

i
ル
の
一
般
子
し
ず
に
川
川
現
し
て
い
る
の
で
あ
る

U
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> 

k一一

は
七
〈
主
ん
（
り
い
一
と
乞
付
け
加
え
る
こ
と
が
て
き
る

P

つ
ま
り
、
こ
り
え
告
は
J

！
日
ソ
ハ
共
同
体
は
と
狭
義
心

1
1

u 
c＇、

υ
ッ
パ
法
の
ブ
フ
～
〆
ス
刑
山
寸
法
九
円
汁
ト
ゆ
る
影
響
の
ん
体
的
h
a
概
制
い
川
店
、
ぞ
な
い
戸

お
そ
づ
く
、
何
年
九
，

fth一、の
7

1

Y
を
「
以
り
上
U

ou'I 

る
こ
と
は
も
は
や
J

叶
さ
れ
ず
、
同
に

1

ヨ
ャ
行
パ
刑
半
法
」
主
詰
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
く
ん
d

っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い

十

A
H
相
で
は
、
河
司
叫
に
出
す
る
佐
立
の
た
け
か
＼
ヨ
ャ
ロ
ッ
川
人
山
花
k
h
u
日
比
び
ゴ
ロ
ッ
ペ
人
桂
子
抗
判
所
に
よ
り
ー
さ
わ
に
判
決
Uγ

押
勺
す
る

に
あ
て
リ
、

h
l、執の守口

l
口
ノ
パ
法
」
と
い
弘
正
問
、
ど
店
い
る
ド

一2
一
子
孫
は
山
川
引
心
的
に
畏
閉
さ
れ
る
子
＃
は
、
子
辞
判
事
に
よ
れ
ノ
桁
挺
さ
れ
、
一
伊
都
心
持
宮
日
決
化
士
い
い
円
的
と
γ
る

7
M
J
f
＃
は
、
孟
［
弁
に

見
守
て
は
必
要
町
で
あ

7
E
t及
び
遠
山
官
界
に
胃
二
に
は
伴
思
芯
己
主
匂

f
L
r引
4
7
V
仏、

t

y存
莞
貯
点
’
了
ん
こ
そ
い
ノ
る
川
口
仰
向
、
犯
罪
に
M
4

与
1

｝
戸
一
ー
し
ろ
雫
4
入
な
止
は

v出品
JqJ
る
怖
は
対
が
な
J人
ペ
「
る
者
で
の
る
ハ
」
付
J
T
私
品
川
原
パ
門
と
は
、

F
J
T附
判
事
に
汁
、
7
h

訴
え
と
提
起

J
た被宝一

許
γ

ぬ
る

7v
鴇
阿
川
町
山
’
疋
わ
ら
…
1
L
h

↑
」
者
二
γ
H
T
弘
訴
の
原
牛
は
、
］
ら
の
明
人
的
利
ハ
コ
γ

持
護
す
る
私
人
の
J

」
ム
下
主
主
よ
め
る
川
、
p
r

れ
に
bd

v

て
、
衿
事
］
切
は
ポ
1
4機判別一
F
L
Lゐ
行
札
口
的
な
利
益
を
持
礼
子
J
J
J
C

一
三
一
心
ハ
ハ
、
年
；
月
五
い
J
U
法
均
一

Z
＼
右
非
下
ー
は
や
受
げ
に
絞
パ
口
へ
は
、
そ

ω
宇
決
に
つ
き
一
乙
訴
す
る
こ
が
む
な
仙
h
J
J
h
ヘ
生

の
可
能
な
投
済
ノ
一
三
一
一
一
江
、
波
誌
は
に
上
忠
ー
を
な
す
｝
乙
で
あ
つ
に
υ

亡一
J
（

J
2
h

ハ
円
什
ド

U
の
デ
パ
偉
以
後
、
手
涜
の
す
当
三
士
山
泊
の
立

非
院
に
よ
一
「
丈
一
ノ
ム
匂
こ
と
が
で
き
、
そ
心
手
間
汁
同
は
一
、
治
半
併
に
お
げ
る
ト
ル
人
で
は
な
く
一
二
e
へ
の
陀
岳
民
L

一
人
山
戦
糸
状
判
宵
か
っ
一
構
成

さ
れ
る
ニ
乙
二
、
h
p

て

る

ぺ

4
F

川
宮
J
£
問
問
粍
刀
パ
功
、
乙
ば
関
係
な
い
と

y
J
よ
h
h
w
が
、
条
約
述
↓
品
川
仇
が
引
の
一
品
村
ぃ
白
し
ろ
る
二
二
も
計
持
し
し
お
M

う
J

m
刈
に
お

け
る
割
に
な
非
常
設
住
刀
法
へ

JV混
と
附
く
y

い一一
J

帰
恥
で
あ
る

u

勺

J
わ－

1
づ
ロ
ソ
ハ
人
枠
及
判
川
の
刊
は
め
後
C
な
さ
れ
る
刑
事
事

刊
判
決
心
け
場
立
主
ヨ

5
3
3）
で
お
る
古
川
ー
一
J

訴
合
法
興
計
ハ
六
条
心
寸
一
ー
か
ら

1
3
六
ハ
条
の
す
｝
一
そ
れ
主
桁
門
店
件
一
J

る
の
は
、
ご
、

裁
判
権
日
ム
t

刊
に
閉
す
る
延
！
大
八
主
ベ
ド
点
k

あ
る
し
｝
lv
う
の
も
、
此
刊
む
が
あ
る
に
b
同
ー
ゎ
、
て
一
ヘ
ノ
一
ノ
シ
ヌ
心
裁
判
ー
に
よ
る
判
法
が
再

検
討
に
付
さ
れ
一
一
J
Q
P
J一
亡
ふ
れ
一
る
つ
三
円
、
ゴ
l
ロ
ソ
ハ
人
梓
九
一
判
川
が
、
刑
事
右
告
川
片
山
コ
ロ
ぐ
へ
惟
条
約
PAは
ミ
の
追
加
議
疋

占
に
注
何
？
ν
子
、
い
［
さ
れ
た
こ
河
川
か
L
、
！
礼
一
巳
な
荷
毘

J
2
3
F
R
C
3
2
5
5
r
v
t
」
～
プ
ノ
ァ
、
！
i

J
九
守
八
：
災
楕
約
じ
刀
与
え
つ
れ

J
t
、
当
時
岳
民
t

よ
る
右
主

k
結
主
主
凶
人
民
ヶ
る
t

は
ー
で
の
性
質
T
雫
ム
ヘ
件
ゆ
え
に
が
分
で
あ
る
場
合
、
世
（
A
1
）
一
刑
事
判
民
心
再
審
配

士
長
小
ず
る
こ
三
ρ
て
き
る
r

例
へ
心
、
一
正
と
つ
主
仙
足
一
ョ
ー
ム
υ

巨
万
一
引
川
仇
い
ヤ
一
乏
げ
）
必
わ
ら
い
明
っ
一
f

摂市
h
L
r

一町山明日一
n

る
ご
は
足
h
ノJ
ぽ
い
と
判
断
さ
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れ
に
例
し

J

一
」
は
、
咋
／
諜
人
口

2

問怯助ノ乙
1

え山ぜ。
M

件
利
が
往
，
作
れ
に
埼
へ
戸
一
戸
一
》
【
「
戸
】
イ
戸
／
み
ム
＝
【

川い
υ九

W

引
米
陪
υ
～
凶
寸
｝
マ
の
引
恥
一
匁
の
叫
吻
ん
？
一
門
〈
旨
向
w伊
閃
J
凶

ω伊
M

〈、戸阿お
β
か

E同

μ7マ片印凶（
X
）
「
出
己
一

r
ロH
阿阿

w（
日
目
山
一
で
ふ
り
る

J

「
附
議
院
に
円
一
圧
砕
さ
れ
J

Q

再
帯
六
行

委
員
r
去
日
そ
心
詩
ポ
ル
一
J

川
、
な
も
の
ー
コ
た
め
れ
ば
、
同
人
久
間
以
八
百
は
、
の
る
い
は
、
ム
エ
叩
告
に
お
し
て
判
決
す
る
よ
エ
ノ
成
政
む
に
移
送
す
〈

J

ん
＼

ぬ
る
し
は
、
争
い
｝
な
っ
ヘ
判
決
心
」
上
、
た
れ
と
同
系
品
川
】
円

J
T
官
級
の
裁
判
叫
に
持
主
〆
ず
る
か
ム
ケ
ム
ヰ
円
山
記
す
る
こ
し
が
で
き
竺

γ

川
和
は
、

y
一
ノ
ン
ス
o

f

J

ジ
T
一
太
了
、

C
り
完
日

ν
九
人

7

一
ロ
j

ン
o

，J
L

パ
内
ク
ヘ
門
戸
互
に
九
三
一
h

メ
ヲ
J
准
数
段
が
、
二
〈
（
ノ
一
ヘ

ι叫】り

」
？
に
犬

k
k、ヂ
t

お
い
て
日
一
二
誌
泣
心
不
一
元
モ
翻
訳
三
一
も
の
で
り
る
な
お
、
公
去
際
L
、
本
u
J
J
N
K守
川
法
叶
h
L
引
の
松
山
高
f
f叫
併
殺

授
に
翻
訳
を
精
去
ご
に
し
ド
占
常
一
、
多
く
小
山
誤
沢
や
修
正
L
て
i

い
ぺ
だ
ハ
↑
」
司
1
d
ζ

お
札
れ
γ
出

）

l
r
に
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